
狩猟用火薬類無許可譲受票の申請方法

1．各支部員個人の直筆で住所・氏名と記入（赤字）
↓

2．記入後の無許可譲受票を支部長が回収し、台帳と照
らし合わせて、支部名・取扱番号を記入・割印（青字）

↓
3. 記入済の無許可譲受票と台帳を合わせて本部へ郵送

↓
4. 県猟の角印が押された無許可譲受票が支部長に戻っ
てきたら狩猟者登録番号を記入して支部構成員に配布

注意事項

無許可譲受票で狩猟用の弾薬が購入できますが、11月15日ま
でこの譲受票で購入した弾薬は使用不可です。

11月15日以降に初めて猟期前射撃練習をする場合は使用可
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